
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　上告費用は上告人の負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告人の上告理由について。

　所論中第一審における訴訟手続の違背を攻撃する部分は、上告理由としては不適

法であるから、すべて排斥を免れない。そして第二審判決は、上告人の請求を認容

した部分を除いては、すべて実体法上、主張自体理由がないものと判断しているの

であつて、その判断に所論実体法上の瑕瑾あるものとは認められない。またその審

理の過程において訴訟手続法の違背あることを主張しても、上告人の請求が主張自

体理由ないものと判断されている以上採用のかぎりではない。また所論各判例は本

件にいずれも適切のものとは認められない。なお、所論は違憲云々を論争するが、

右は原判決に実体法上手続法上右のような不当な点あることを前提とするものであ

るから、結局その前提を欠くに帰する。それ故所論はすべて採用できない。

　よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で主文のとお

り判決する。
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